
（（１１））公公表表のの内内容容

評価結果は、「福祉サービス第三者評価情報公表要領」（以下「公表要領」という。）により、評価

を実施した評価機関、評価者の情報と併せて公表します。 

各情報は、機構が評価機関から収集し、「とうきょう福祉ナビゲーション（通称：福ナビ）」

(https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/)により、インターネットを介して公表します。評価結果

は、評価結果の概略をまとめたダイジェスト画面と各項目の詳細画面により公表します。詳細は、

公表要領のとおりです。（P.228 参照）

また、「福ナビ」には、事業者の方が自ら記入、更新できる「事業者のコメント」欄があり、評価

結果に対する意見や感想、評価を実施した後の改善経過などを公表することができます。 

 

 

 

（（２２））公公表表にに関関すするる注注意意点点

① 評価結果報告書の記載内容

公共のホームページに掲載することがふさわしくない内容、公表することにより事業者および

現在その事業者を利用している利用者に著しく悪い影響が出る恐れがある内容などが、評価結果

報告書に見受けられた場合には、機構は評価機関に連絡し、同意の状況を確認するなどの対応を

行ったうえで、修正を求めることがあります。状況により「福ナビ」への公表を一時保留し、機

構による調査や委員会による審議を行います。 

② 利用者調査結果について

アア 各各設設問問のの回回答答者者数数のの合合計計がが３３未未満満のの場場合合

各設問の回答数の合計が３未満の場合については、個人情報保護の観点から公表しません（公

表要領第２条第１項）。評価機関は、回答結果等の実態をそのまま評価結果報告書に記述し、機

構へ提出します（データの加工については機構で行います）。公表画面上では、当該項目の回答

数欄がゼロ表示となり、項目のコメント欄は空欄で表示されることを事業者に伝えておく必要

があります。 

イイ 場場面面観観察察方方式式のの調調査査結結果果

以下の場合のみ公表します。

・ 場面観察方式を必ず実施することとなっているサービス種別の場合（P.247～248 参照）

・ 入所系サービスにおいて、アンケート方式・聞き取り方式の有効回答者数が３未満の場

合は、場面観察方式を実施します。「場面観察方式の調査結果」は公表しますが、アンケー

ト方式・聞き取り方式の調査結果は個人情報保護の観点から公表しません。

なお、アンケート方式・聞き取り方式の有効回答数が３以上の場合に「場面観察方式の

調査結果」欄に記入してもその内容は公表しません。 

公公表表のの同同意意ににつついいてて  

評価機関は、実施した評価結果を事業者にフィードバックし、その内容で、公表することについ

ての同意の有無を確認します。評価結果は公表に同意していただくことを前提としています。しか

し、事業者が望まない場合は、全部あるいは一部の公表について不同意とすることができます。 

公表不同意の場合、「福ナビ」上では、評価を実施したことが表示された上で、「「ここのの評評価価結結果果はは、、

事事業業者者のの同同意意がが得得らられれななかかっったたたためめ、、公公開開さされれてていいまませせんん」」とのメッセージが表示されます。 

３ 評価結果の公表 ③③ 選選定定のの際際のの留留意意点点

「事業者が特に力を入れている取り組み」は、判断基準アにあるように、いずれかの評価項目

のねらいに合致している必要があります。そのため、「事業者が特に力を入れている取り組み」を

選定する際には、どの評価項目のねらいに合致するのかを意識しながら選定を行います。 

また、「事業者が特に力を入れている取り組み」として選定できる取り組み数は一評価につき、

「３つ」までとなっています。３つ以上の「事業者が特に力を入れている取り組み」の候補があ

る場合は、優先順位をつけて３つ以内に収めます。 

④④ 報報告告書書記記載載上上のの留留意意点点（（「「全全体体講講評評」」やや各各カカテテゴゴリリーーのの「「講講評評」」等等ととのの違違いい））

機構に提出された報告書を見ますと、「事業者が特に力を入れている取り組み」欄の記述と、「全

体講評」での「特に良いと思う点」欄や各カテゴリー等の「講評」欄の記述がまったく同じ内容の

ものが見受けられます。

同じ取り組みを取り上げることは考えられますが、「事業者が特に力を入れている取り組み」は

取り組みそのものについての記述であるのに対して、「全体講評」は、事業評価及び利用者調査を

通じて、事業者の事業活動の実態を把握したうえで、事業者が目指しているものの実現という視

点から記述するものです。また、各カテゴリー等の「講評」は、「カテゴリーのねらい」等に沿っ

て記述するものです。それぞれ記述の際の視点が異なりますので、同じ内容のものを何か所にも

書かずに、それぞれの目的に沿ってきちんと書き分けてください。

このことにより、よりよいサービス選択のための情報提供及び事業者への気づきを促す評価結果

報告書となります。 
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